
平平平成成成２２２３３３年年年度度度廃廃食食用用油油ののの回回収収日日のののおおお知知知らららせせせ  
熊野市では、地球温暖化防止と水質浄化の取組みとして、家庭で使用済みとなったてんぷら油の回

収を行っています。現在、１ヶ月あたり約５００㍑の廃食用油を回収しており、再生してできた燃料
（バイオディーゼル燃料）は、市のごみ処理施設の作業車や収集車の軽油に代わる燃料として使用し
ています。皆様のご協力をお願いいたします。 
 

地   区 回 収 日 ４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

有馬町 
偶数月の 

第１水曜日 
６日 １日 ３日 ５日 ７日 １日

須野町・甫母町・二木島里町・二木島町・ 

遊木町・新鹿町・波田須町・磯崎町・ 

大泊町・育生町・神川町 

偶数月の 

第２水曜日 
１３日 ８日 １０日 １２日 １４日 ８日

井戸町・飛鳥町 
偶数月の 

第３水曜日 
２０日 １５日 ― １９日 ２１日 １５日

木本町・久生屋町・金山町・ 

五郷町 

偶数月の 

第４水曜日 
２７日 ２２日 ２４日 ２６日 ２８日 ２２日

 集積所での回収は行っておりません。 

紀和町 ※紀和リサイクルセンター・紀和総合支所・上川出張所西山出張所に

回収容器を常設していますので、いつでも利用できます。 

 

 出し方 

● 溜まった油をビンや缶などに入れて、回収場所にお持ち寄りください。 
● 回収用容器が設置されていますので、油を移し替えてください。 

● 保管用に使った容器はお持ち帰りください。 

● 回収の対象となる油は、家庭から出る植物性廃食用油です。 
● かすは十分に取り除いてから出してください。 

廃食用油

回収容器 
 

回収場所  

● 回収用容器が設置されているごみ集積所などが回収場所となります。 

・ポリ容器 ２ヶ月に１回の回収日に、ごみ集積所などに用意されています。 

・ドラム缶 市の施設や集会所などに常設していますので、いつでも利用できます。 

すべての集積所で回収を行っているわけではありません。最寄りの集積所で回収が行われてい● 

ない場合は、容器を常設している場所をご利用ください。 
 

《回収容器を常設している場所》 ※ 回収日にかかわらずいつでも利用できます。 

甫母町 自主防災倉庫内 遊木町 漁民センター 波田須町 旧波田須児童館玄関 

磯崎町 漁協市場前 大泊町 公民館 木本町 市民会館裏 

木本町 きのもと会館 木本町 旧エース電子駐車場 木本町 商工会議所裏駐車場 

井戸町 市役所裏防災倉庫 井戸町 松原公民館裏 井戸町 旧と蓄場入口 

井戸町 ふれあいセンター 井戸町 保健福祉センター地下駐車場 有馬町 熊野市クリーンセンター 

有馬町 第一公民館 有馬町 釜の平･丁塚区集会所 有馬町 南有馬集会所 

久生屋町 久生屋公民館 紀和町 リサイクルセンター 紀和町 紀和総合支所 

その他 出張所(飛鳥、五郷、神上、育生、新鹿、荒坂、西山、上川) 

熊野市環境対策課（熊野市クリーンセンター内） TEL ０５９７-８９-２８０４  

 
市では、まだ回収を行っていない地区で回収容器の管理にご協力いただける方を募集しています。 


